
就学前施設（幼稚園・保育所・認定こども園）及び小学校でのフッ化物洗口の市町村実施状況（2026年3月末現在）

【お問い合わせ先】

（就学前施設に関すること）

茨城県保健医療部健康推進課 健康増進担当

電話：029-301-3229 メールアドレス：care3@pref.ibaraki.lg.jp

（小学校に関すること）

茨城県教育庁学校教育部保健体育課 健康教育推進室

電話：029-301-5349 メールアドレス：hotai1@pref.ibaraki.lg.jp

小学校での実施予定

全校で実施
する市町村
（※２）

一部の学校で実施
する市町村
（※２）

実施しない市町村

就学前
施設での
実施予定

(※１)

全ての施設
で実施する
市町村

笠間市、大洗町、
美浦村

３市町村

大子町、八千代町

２町

一部の施設
で実施する
市町村

鹿嶋市、桜川市、
五霞町、利根町

４市町

水戸市、土浦市、古河市、
石岡市、結城市、常陸太田市、
北茨城市、取手市、つくば市、
ひたちなか市、常陸大宮市、
筑西市、坂東市、稲敷市、
鉾田市、小美玉市、茨城町、
城里町、境町

１９市町

日立市、龍ケ崎市、
下妻市、常総市、潮来市、
那珂市、
かすみがうら市、神栖市、
行方市、東海村、阿見町

１１市町村

実施しない
市町村

河内町

１町

高萩市、牛久市、守谷市、
つくばみらい市

４市

全ての就学前施設・小学校においてフッ化物洗口を実施した市町村（３市町村）

全ての就学前施設においてフッ化物洗口を実施した市町村
または全ての小学校においてフッ化物洗口を実施した市町村（６市町）
※ただし、フッ化物洗口を実施する施設または小学校が０の市町村を除く

少なくとも１か所以上の就学前施設または小学校においてフッ化物洗口を
実施した市町村（31市町村）

フッ化物洗口を実施する就学前施設・小学校がない市町村（４市）

※１ 認可外施設は除く

※２ 一部学年のみで実施する場合も含む

むし歯予防に効果があるフッ化物洗口の2025 年度における市町村の実施状

況です。

茨城県では、フッ化物洗口実施によるむし歯予防効果を広くPRすることで、

引き続き就学前施設・小学校での実施拡大を図ってまいります。
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